
中
世
曹
洞
宗

に
お
け
る
五
位
と
仮
名
法
語

原

田

弘

道

中
世
に
お
け
る
洞
済
融
和
的
学
風
の
下
で
の
曹
洞
宗
の
立
場
を
考
察

し
た
い
と
思
う
が
、
本
論
で
は
、
仮
名
法
語
の
盛
行
と
五
位
の
参
究
と

の
関
係
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

中
世
曹
洞
禅
の
宗
旨
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
よ
う
な

『
正
法
眼
蔵
』

中
心
の
そ
れ
で
は
な
く
、
修
道
実
践
の
面
か
ら
云
う
云
え
ぱ
、
臨
済
宗

同
様
数
多

い
公
案
の
参
究
を
主
と
す
る
も
の
で
、
宗
風
に
差
が
な
い
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
中
岩
円
月
が

「参
二永
平
義
雲
唱
略
通
二洞

宗
語
言
一」
と
云
つ
て
い
る
よ
う
に
、
特
殊
な
宗
風
が
存
し
た
事
は
否

め
な
い
。
即
ち
曹
洞
宗
で
は
五
位
の
探
得
を
も
つ
て
窮
究
と
し
た
も
の

で
、
洞
済
両
宗
の
宗
風
に
差
が
な
か
つ
た
と
い
う
見
方
に
対
し
て
、
玉

村
氏
は
、
自
己
の
見
解
に
、
「多
少
の
誇
張
が
あ
り
、
後
で
修
正
を
要

す
る
が
、
従
来
の
常
識
を
破
る
た
め
に
、

こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
の
で

あ
る
。
」

と
し
て
、
二
宗
の
差
異
を
否
定
す
る
場
合
に
も
、
「
た
だ
あ
と

に
残
る
の
は
接
化
の
手
段
に
よ
る
特
色
で
あ
り
、
公
案
拮
弄
に
も
曹
洞

宗
に
於
て
は
、
或
は
五
位
を
重
ん
じ
、
或
は
そ
の
宗
の
人
の
手
に
成

つ

た

『
従
容
録
』
を

『
碧
巌
録
』
よ
り
重
ん
ず
る
と
い
う
よ
う
な
事
は
、

あ
と
に
残
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
そ
の
相
違
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

し
か
し
洞
済
交
流
に
つ
い
て
見
る
に
、
共
に
各
派
の
伝
授
の
兼
稟
を

以
て
貴
し
と
す
る
風
尚
が

一
方
で
は
生
じ
て
き

た
。
『
正
法
眼
蔵
』
が

中
世
に

一
般
に
行
わ
れ
な
か
つ
た
理
由
意
義
に

つ
い
て
は
考
察
し
た
こ

と
が
あ
る
が
、
こ
の
時
代
は
必
ず
し
も
清
規
に
基
い
た
行
儀
が
厳
密
に

行
わ
れ
な
か
つ
た
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
五
位
の
宗
旨
参
究
が
日

常
底
の
生
活
に
ま
で
根
付
く
に
至
ら
な
か
つ
た

こ
と
を
意
味
す

る
の

か
、
ま
た
五
位
自
体
が
中
世
の
時
代
状
況
下
で
特
殊
な
生
活
規
範
と
し

て
の
意
味
を
持
ち
、
即
ち
清
規
と
別
な
二
重
構
造
を
持

つ
て
い
た
の
か

と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
君
臣
五
位
等
の
五
位
が
時
代
即
応

の
僧

俗

一
体
の
特
殊
な
生
活
規
範
的
意
味
を
持
ち
、
出
家
学
道
に
於
い
て
は

一
方
で
は
清
規
の
実
践
と
い
う
云
わ
ば
二
重
構
造
的
な
意
味
を
持
つ
て

い
た
と

一
応
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
問
題
な

の
は
従
来

云
わ
れ
る
如

く
、
僧
俗
共
に
五
位
が
参
究
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
事
で
あ

る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
五
位
と
主
と
し
て
在
家
化
導
用
に
説
か
れ
た

仮
名
法
語
の
内
容
と
の
関
係
に
お
い
て
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
五
位

と
仮
名
法
語
 
(
原

田
)
 

三

一
九
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中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
五
位

と
仮
名
法
語
 
(
原

田
)
 

三

二
〇

臨
済
宗
中
峰
下
明
隻
斉
哲
の
法
嗣
無
尽
省
燈
の

『偏
正
五
位
図
説
』

は
曹
洞
宗

で
も
五
位
に
関
す
る
解
釈
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
が
、

南
英
謙
字

に
よ
つ
て
批
判
さ
れ
て
お
り
、
南
英
の

『
偏
正
五
位
図
説
詰

難
』
に

「曹
洞
の
宗
旨
」
が
五
位
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

『重
偏
曹
洞
五
位
顕
決
』
が
当
時
の
曹
洞
宗
で
は

「秘
伝
の
書
」
と
し

て
扱
わ

れ
、
宗
旨
の
拠
り
所
り
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

太
容
梵
清
も
五
位
を
説
き
、
そ
の

『語
録
』
に
、
回
互
労
参
正
偏
五

位
を
拮
提
し
、
祖
翁
太
源
宗
真
も
同

一
立
場
に
立

つ
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
は
当
時
の

一
般
的
風
潮
の

「易
」
に
偏
し
た
も
の
も
説
い
て
い

る
。
太
源

宗
真
は
上
堂
語
に

「
洞
上
之
宗
乗
以
二
五
位
一究
二事
理
而
以
二

君
臣
一分

二上
下
一」
と
あ
り
、
太
源
派
は

「
偏
正
五
位
」
「
君
臣
五
位
」

を
重
要
視
し
、
僧
衆
の
接
得
に
盛
ん
に
用
い
て
お
り
、
「
回
互
転
変
機
」

を
重
ん
じ
、
理
路
に
墜
ち
る
こ
と
を
警
戒
し
、
日
常
生
活
で
の
機
用
を

主
張
し
て
い
る
。
了
堂
真
覚
も

「
碧
巌
録
」
第
五
則

「
趙
州
万
法
帰

一
」
の
話

と
共
に
五
位
を
特
に
重
視
し
て
い
た
事
が
分
る
。

こ
の
よ
う
に
太
源
宗
真
、
了
堂
真
覚
、
太
容
梵
済
と
次
第
す
る
の
で

あ
る
が
、

太
源
宗
真
は
峨
山
か
ら
五
位
を
受
け
て
お
り
、

こ
れ
は
石
霜

五
位
で
あ

る
。

一
方

『
洞
谷
記
』
に
、
正
中
二
年
五
月
二
十
日
、
そ
の

前
年
元
か
ら
帰
朝
し
た
大
智
祖
継
は
螢
山
禅
師
を
訪

ね
、
「
曹
山

の
重

編
五
位
君
臣
二
冊
、
投
子
青
の
語

一
冊
、
真
歓
了
の
語
」
を
贈

つ
て
い

る
。

「曹
山
重
編
五
位
君
臣
」
は

『
重
編
曹
洞
五
位
顕
訳
』
の
事
で
あ
ろ

う
が
、

こ
れ
に
よ

つ
て
洞
曹
五
位
説
が
紹
介

さ

れ
て
い
た
事

が
分

る

が
、
当
時
石
霜
五
位
が
奉
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

峨
山
に
よ

つ
て
開
か
れ
た
五
位
に
よ
る
曹
洞

の
宗
旨
は
、
ま
た
太
源

か
ら
法
嗣
梅
山
聞
本
、
傑
堂
能
勝
、
南
英
謙
字
に
お
い
て
も
、
師
資
相

承
さ
れ
て
お
り
、
傑
堂
と
南
英
に
至
つ
て
五
位
は
大
い
に
宣
揚
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
南
英
は

『
碧
巌
抄
』
の
著
が
あ
り
、
能
勝
の
命
に
よ

つ
て
眼
蔵

「転
法
輪
」
巻
の
書
写
も
行
い
、
巾

広
い
学
風
を
示
し
て
い

る
。
彼
ら
に
は

『
洞
上
雲
月
録
』
が
あ
り
、
南
英
に
は
、
五
位
易
学
批

判
の

『
偏
正
五
位
図
説
詰
難
』
が
あ
り
、
『重
離
畳
変
訣
』
『
三
易
醗
校

故
敷
語
』
『
鼓
罐
軒
記
』
等
を
著
述
し
、
曹
洞
禅
挙
揚

に
努

め
た
。
そ

し
て
、
彼
ら
に
よ
つ
て
石
霜
五
位
が
洞
曹
五
位
に
復
古
さ
れ
た
の
は
、

臨
済
宗
の
石
霜
に
よ
つ
て
改
変
さ
れ
た
五
位
を
そ
の
ま
ま
曹
洞
宗
に
お

い
て
踏
襲
し
て
い
た
中
国
以
来
の
伝
統
を
否
定

し
た
こ
と
に
な
り
、
臨

済
宗
優
位
下
に
お
い
て
曹
洞
宗
と
し
て
独
自
の
明
確
な
自
覚
が
現
わ
れ

て
き
た
事
と
云
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
五
位
が
定
着
し
て
き
た
が
、

一
方
そ
れ
と
平
行
し
て
、

洞
済
共
に

「
仮
名
法
語
類
」
が
出
て
き
た
。

こ
れ
は
仮
名
書
き
の
易
し

い
禅
書
が
人

々
の
間
に
要
求
さ
れ
て
い
た
現
れ
で
も
あ
る
。
即
ち
僧
俗

に
対
す
る
化
導
書
と
い
う
事
に
な
る
が
、
次
に
中
世
に
お
い
て
行
わ
れ

た
い
く
つ
か
の
仮
名
法
語
に
引
用
さ
れ
て
い
る
仏
者
、
禅
者
に
つ
い
て

見
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
大
体
の
傾
向
を
さ
ぐ
り
、
五
位
と
の
関
係
に
つ

い
て
見
に
い
と
思
う
。
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道
元
禅
師
の
名
が
冠
せ
ら
た
偽
書
と
考
え
ら
れ
る

『
永
平
開
山
道
元

和
尚
仮
名
法
語
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

『
仮
名
見
性
抄
』
及
び
法
燈
派

下
の
恭
翁
運
良
と
の
関
係
が

一
応
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
仮
名
法
語
の
重
要
性
と
そ
の
役
割
を
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て

十
五
条
の
本
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
禅
者
に
つ
い
て
見
る
と
、
臨
済
、

徳
山
、

川
老
、
雲
門
、
黄
奨

(
二
回
)
達
磨

(
二
回
)
恵
可
、
慧
能

(
三

回
、
六
祖
四
回
)
大
珠
、
大
慧

(
二
回
)
鑑
智
、
仰
山
等
の
名
が
見

え
曹

洞
宗
の
禅
者
の
語
が
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
。

こ
れ
は
当
時
の

「
仮
名
法
語
」
の

一
般
的
な
傾
向

と
共
通

し
て

い

る
。
例
え
ば

『
聖

一
国
師
仮
名
法
語
』
に
は
釈
迦
、
達
磨
、
無

住
、

『
大
応
仮
名
法
語
』
に
は
、
大
賢
、
大
慧

(二
回
)
、
罹
山
、
白
雲
守
端

『
大
燈
仮
名
法
語
』
に
は
釈
尊
、
鹿
光
、

二
祖
、
六
祖
、
霊
雲
、
香
厳
、

臨
済
、
黄
漿
、
洞
山
、
達
磨

(
四
回
)
、
永
嘉
、
馬
祖
、
寒
山
、

無
門
、

善
星
比
丘
、
梁
武
帝
、
雲
光
等
、
東
福
仏
通
禅
師
の

『枯
木
集
』
に
釈

尊
、
提
婆
達
多
、
倶
眠
、
龍
猛
、
園
悟
、
大
慧
、
百
丈
等
、
『
抜
隊
和

尚
仮
名
法
語
』
に
は
、
趙
州
、
永
嘉
、

初
祖
、
馬
祖

(三
回
)
、鹿
居
士
、

六
祖
、
徳
山
等
、
『
塩
山
和
泥
合
水
集
』
に
は
、
臨
済
、
(
八
回
)
黄

葉

(
二
回
)
、
大
愚
、
南
嶽

(
二
回
)
、
六
祖

(
二
回
)
永
嘉
、
円
悟
、
洞
山
、

達
磨

(
四
回
)
、
善
星
比
丘
、
徳
山

(
二
回
)
、
黄
梅

(
二
回
)
、
流
支
、

婁

約
、
香
厳
、
霊
雲
、

玄
沙
、
僧
護
、
恵
曼
、
道
明
、
牛
頭
、
四
祖
、

寒

山
、
拾
得
、
無
門
、
百
丈
、
翠
厳
、
慈
明
等
、
『
月
奄
仮
名

法
語
』
に

は
舎
利
弗
、
竜
女
、
雲
門
、

趙
州
、
倶
眠
、
魯
祖
、
臨
済
、
徳
山
、
洞

山
、
大
梅
、
馬
祖
、
水
療
、
釈
尊
、
章
提
希
等

が
見
え

る
。
『
一
休
和

尚
法
語
』
に
は
夢
窓
、
慈
鎮
、
黄

桀
、
聖
徳

太
子
、
由
良
開

山
、
釈

迦
、
弥
勒
、
臨
済
、
南
泉
、
趙
州
、
百
丈
、
『骸
骨
』
に
は
見

え
ず
、

『
水
鏡
目
な
し
用
心
抄
』
に
は
達
磨
、
釈
迦
等
が
見
え
る
。

曹
洞
宗
で
は
、
先
の

『
永
平
開
山
道
元
和
尚

仮
名
法
語
』
を
除

い

て
、
懐
婁
の

『
光
明
蔵
三
昧
』
に
は
、
文
殊
大

士
、
釈
迦
牟
尼
仏
、
達

磨
大
師
、
雪
寳
顕
、
雲
門
山
匡
真
大
師
、
雪
峯
、
長
沙
招
賢
大
師
、
鼻

祖
大
師

(達
磨
)
、
趙
州
、
南
泉
、
盧
遮
那
仏
、
保
寧
勇
禅
師
、
永
嘉
、

開
山

(道
元
禅
師
)
、
曹
山
本
寂
、
臨
済
義
玄
、

百
丈
、
燃
灯
仏
等
、
螢

山
禅
師
の

『
螢
山
仮
名
法
語
』
に
は
、
大
慧
、

達
磨
、
黄
奨
、
百
丈
等
、

『
峨
山
仮
名
法
語
』
に
は
徳
山
、

円
悟
、
達
摩
等
、
『
明
峯
仮
名
法
語
』

や
大
智
禅
師
の

『
大
智
仮
名
法
語
』
に
は
禅
者

の
名
が
見
え
ず
、
『
十

二
時
法
語
』
に
は
、
釈
尊
の
名
が
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
『
僧
生
禅
師

法
語
』
に
は
維
摩
、
雲
門
が
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
禅
者
の
因
縁
法
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

一
般
仏
者
を
除
い
て
両
宗
共
通
し
て
ほ
と
ん
ど
臨
済
系
禅
者
で
あ
り
、

そ
の
内
容
も

『
月
奄
仮
名
法
語
』
に
見
ら
れ
る
如
く
、
両
宗
極
め
て
接

近
し
た
傾
向
が
看
取
で
き
る
。
ま
た
そ
の
対
象
も
、
見
出
し
、
項
目
か

ら
も
僧
俗

一
般
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

五
位
及
び
機
関
は
漢
文
で
説
か
れ
て
い
る
が
、
『仮
名
法
語
』
に
見

ら
れ
る
機
関
は
、
五
位
に
関
す
る
も
の
は
見
え
ず
、
わ
ず
か
に
他
の
機

関
に
簡
単
に
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
例
え
ば
先
の

『
永
平
開
山
道

中
世
曹
洞
宗
に
お
け

る
五
位

と
仮

名
法
語
 
(
原

田
)
 

三
二

一
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中
世
曹
洞
宗

に
お
け
る
五
位

と
仮
名
法
語
 
(
原

田
)
 

三
二
二

元
和
尚
仮
名
法
語
』
に

「理
致
、
機

関
、
向

上
」
が
見
え
、
こ
れ
は

『
大
応
仮
名
法
語
』
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『峨
山
仮
名
法
語
』

に
は
、
臨
済
宗
に
つ
い
て
述

べ
た
の
ち
、
曹
洞
宗
に

つ
い
て
、
「
中
此

ノ
古
人
、

偏
正
ノ
道
ヲ
タ
テ
、
偏
正
ノ
方

二
落
サ
ル
、

一
物

ア
ル
コ
ト

ヲ
示

ス
、
ユ
ヘ
ニ
一
物
ア
リ
、
上
天
を
サ
サ

へ
、
下
地
ヲ
サ
サ
ウ
」
と

触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
『
一
休
仮
名
法
語
』
に
は
臨
済

の

「
三
要

三
玄
」

と

「
四
喝
」
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
如
く
、
『
仮
名
法
語
』
は
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
洞
済
共

通
的

で

あ
り
、

そ
の
対
象
も
僧
俗
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
『仮
名
法
語
』

に
五
位

が
説
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
と
、
五
位
が
特
に
曹
洞
宗
で
重

ん
ぜ
ら
れ
、
「秘
伝
の
書
」
と
し
て
の
性
格
を
考
え
る
と
、
在
俗

に
は

説
か
れ
ず
、
出
家

の
み
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
が
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
例
も
存
す
る
。

例
え
ば
、
峨
山
派
五
哲
の

一
人
大
源

の
法
嗣
、

竹
窓
智
厳
と
能
楽
の

大
成
者

一
代
の
芸
術
家
世
阿
弥
と
の
関
係
が
、
近
年
補
厳
寺
文
書
の
発

見
に
よ

つ
て
、
研
究
さ
れ
、
そ
の
芸
術
哲
学
形
成
へ
の
五
位
を
中
心
と

し
た
曹
洞
禅
の
影
響
が
立
証
論
究
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く

ま
で
例

外
的
な
も
の
と
見
る
べ
き
で
大
勢
は
前
述
の
如
き
も
の
と
考
え

る
。こ

の
よ
う
に

「仮
名
法
語
」
の
盛
行
と

「
五
位
」
が
中
世
曹
洞
禅
の

特
徴
で
あ
る
が
、
曹
洞
禅
の
実
践
指
導
原
理
が

『
正
法
眼
蔵
』
で
は
な

く
、
「
五
位
を
以
て
事
理
を
究
め
、
君
臣
を
以
て
上
下
を
分

つ
」
(太
源

宗
真
上
堂
法
語
)
と
い
う
よ
う
な
、
正
偏
五
位
、

王
子
五
位
、
君
臣
五
位

及
び
祈
濤
禅
に
な
つ
た
事
は
宗
義
に
お
け
る
密
教
的
な
性
格

へ
の
傾
斜

と
共
に
、
規
範
的
、
記
述
的
な
性
格
の
強
い
も

の
が
受
け
入
れ
ら
れ
る

乱
世
と
い
う
時
代
的
背
景
を
反
映
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
五
山
十
刹
制
度
下
に
お
け
る
国
家
の
保
護
を
受
け
た

臨
済
宗
と
違
つ
て
、
独
立
自
治
の
在
野

の
宗
団

と
し
て
、
五
位
が
曹
洞

宗
教
団
に
お
け
る
法
系
相
続
の
指
導
原
理
も
し
く
は
教
団
維
持

の
紐
帯

的
役
割
が
非
常
に
大
き
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
は
、
洞
済
共
に
、
仮

名
法
語
の
盛
行
と
の
関
係
に
お
い
て
明
瞭
に
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

(註
略
)
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